
指定地方公共機関業務計画改定に係る説明会[Web]次 第

１ あいさつ

２ 説明
（１）資料１：指定地方公共機関の責務

＜ＨＰ参照＞新型インフルエンザ等対策特別措置法
https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000031#Mp-Ch_1

（２）資料２：新型インフルエンザ等対策青森県行動計画改定の概要
＜ＨＰ参照＞新型インフルエンザ等対策青森県行動計画（青森県ＨＰ）

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/shingatainful_keikaku.html

（３）資料３：事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドラインの概要
資料４：事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
＜ＨＰ参照＞指定公共機関業務計画（内閣感染症危機管理統括庁ＨＰ）

https://www.caicm.go.jp/business/public_agent.html

３ 質疑応答

４ その他
・連絡・報告先メールアドレス：kyoutei@pref.aomori.lg.jp
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団 体 名

１ 公益社団法人青森県医師会

２ 青森県歯科医師会

３ 青森県薬剤師会

４ 公益社団法人青森県看護協会

５ 青森ガス株式会社

６ 八戸ガス株式会社

７ 弘前ガス株式会社

８ 十和田ガス株式会社

９ 五所川原ガス株式会社

１０ 黒石ガス株式会社

１１ 一般社団法人青森県エルピーガス協会

団 体 名

１２ 十和田観光電鉄株式会社

１３ 弘南鉄道株式会社

１４ 津軽鉄道株式会社

１５ 青い森鉄道株式会社

１６ 岩手県北自動車㈱南部支社

１７ 下北交通株式会社

１８ 弘南バス株式会社

１９ 公益社団法人青森県トラック協会

２０ 青森県道路公社

２１ 青森県医薬品卸組合



指定地方公共機関業務計画改定に係る説明会[Web]（１）指定地方公共機関の責務

資料１

1

R7.6.26
保健衛生課

①指定（地方）公共機関は、新型インフルエン
ザ等発生時に、その業務について対策を実施
する責務を有する

（法第３条第５項）

②国、地方公共団体並びに指定（地方）公共機
関は、相互に連携協力し、新型インフルエン
ザ等対策の的確かつ迅速な実施に万全を期さ
なければならない

（法第３条第６項）

③業務計画の作成及び国（都道府県）への報告、
関係地方公共団体への通知、要旨の公表

（法第９条）→次ページ詳細

④業務に係る対策の実施に必要な物資・資材の
備蓄・整備・点検、施設・設備の整備・点検

（法第10条）

⑤それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同
して、訓練を行うよう努めなければならない

（法第12条）

⑥政府対策本部長、又は都道府県対策本部長に
よる総合調整、指示

（法第20条、法第24条、法第33条）
※「総合調整」とは、指定（地方）公共機関の新型インフルエ
ンザ等対策に関する業務が、その目的、手段、手続等の見地か
ら相互に調和して行われるように、助言、要請、勧告等により
調整を行うもの。「指示」とは、方針、基準、手続等を示して
一定の行為を実施させるものであり、「総合調整」に基づく所
要の措置が実施されない場合で特に必要があるときに行う。

⑦国(都道府県)に対し、労務、施設、設備、物資
の確保について応援を求めることができる

（法第27条）

新型インフルエンザ等対策特別措置法【共通事項】
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①指定（地方）公共機関は、それぞれ政府行動
計画又は都道府県行動計画に基づき、その業
務に関し、新型インフルエンザ等対策に関す
る業務計画（以下「業務計画」）を作成する
ものとする。

（第１項）

②業務計画においては、次に掲げる事項を定め
るものとする。

（第２項）
一 当該指定（地方）公共機関が実施する新型インフル
エンザ等対策の内容及び実施方法に関する事項

二 新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に
関する事項

三 新型インフルエンザ等対策の実施に関する関係機関
との連携に関する事項

四 前三号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等
対策の実施に関し必要な事項

新型インフルエンザ等対策特別措置法【業務計画（法第９条）】

③指定（地方）公共機関は、それぞれその業務
計画を作成したときは、速やかに、指定公共
機関にあっては当該指定公共機関を所管する
指定行政機関の長を経由して内閣総理大臣に、
指定地方公共機関にあっては当該指定地方公
共機関を指定した都道府県知事に報告しなけ
ればならない。内閣総理大臣又は都道府県知
事は、当該指定（地方）公共機関に対し、必
要な助言をすることができる。

（第３項）

④指定公共機関及び指定地方公共機関は、それ
ぞれその業務計画を作成したときは、速やか
に、これを関係都道府県知事及び関係市町村
長に通知するとともに、その要旨を公表しな
ければならない。

（第４項）

⑤前三項の規定は、業務計画の変更に準用する。
（第６項）



新型インフルエンザ等対策青森県行動計画 改定の概要

資料２



○ 国は平成２１年の新型インフルエンザの発生を契機に、平成２４年に
新型インフルエンザ等対策特別措置法を制定

○ 新型インフルエンザ等の発生に備え、政府、都道府県、市町村、指定
地方公共機関は※それぞれ計画を策定することとされた

※：特措法第２条第８号に規定される、医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他
公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人等で、県知事が指定する者

○ 行政、医療機関、企業、学校、県民など社会の構成員が連携・協力し、
平時の準備と新型インフルエンザ等発生時に感染拡大防止に取り組むた
めの対策に関する計画

１ 新型インフルエンザ等対策青森県行動計画の策定

１



○ 県行動計画の主たる目的は、感染拡大を可能な限り抑制し県民の生命
及び健康を保護すること、県民生活及び県民経済に及ぼす影響が最小限
となるよう取り組むこと

○ 県は平成２５年、新型インフルエンザ等対策青森県有識者会議を設置
し、政府行動計画の内容を踏まえつつ、有識者会議の意見を聴いて県行
動計画を策定

○ 平成２６年、県行動計画の内容を踏まえて、市町村は市町村行動計画
を、指定地方公共機関は業務計画を策定

１ 新型インフルエンザ等対策青森県行動計画の策定

２



○ 国は、令和６年７月、新型コロナ対応の経験を踏まえ、国は政府行
動計画を初めて抜本的に改定

①平時の準備の充実 ➁対策項目の拡充（６項目→１３項目）と横断
的視点の設定 ③幅広い感染症への対応と機動的な対策の切り替え
④DXの推進 ⑤実効性確保のための取組

○ 県は、政府行動計画の改定内容を踏まえ、令和７年６月までに県行
動計画を改定することを求められていた

○ 市町村及び指定地方公共機関は、県行動計画の改定内容を踏まえそ
れぞれの計画を改定する必要がある

２ 政府行動計画、県行動計画の改定

政府行動計画改定のポイント

３



令和６年 令和７年

11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月～

○第１回有識者
会議（11/7)

・改定の方向性
・素案提示
・意見聴取

○意見取りまと
め

○感染症対策連
携協議会（1/7)
・医療分野への
意見聴取

○パブリック
コメント

○国への計画案
提出

○意見取りまと
め

○確定案作成

○県新型インフ
ルエンザ等対
策推進本部会
議、計画改定
（4/25）

○意見取りまと
め

○素案修正
○庁内意見照会

○市町村意見
照会

○議会への報告

○国への報告

○市町村等への
通知・公表

○第２回有識者
会議（1/31）

・改定案提示
・意見聴取

３ 県行動計画改定の経過

４



○ ①政府行動計画の改定内容に準ずることとし、②新型コロナ対応の経
験を踏まえ、県や市町村等が主体となって行う事項を中心に記載

○ 新型インフルエンザ等の定義 赤字：拡充疾患

４ 県行動計画改定の考え方

新型インフルエンザ等

新型インフルエンザ等感染症

新型インフルエンザ

再興型インフルエンザ

新型コロナウイルス感染症

再興型コロナウイルス感染症

指定感染症（感染した場合の病状が重篤で、かつ、全国的かつ
急速なまん延のおそれがあるもの）

新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの）

５



項目 現計画 改定

対象疾患 新型インフルエンザがメイン
新型コロナ、新型インフルエンザ以外の
呼吸器感染症も念頭に幅広く対応

発生段階
→対策段階

（発生段階）未発生期、海外発生期、国
内発生期、国内感染期、小康期

（対策段階）準備期、初動期、対応期

平時の準備 未発生期の取組として記載 準備期の取組として記載を充実

複数の感染
拡大への対応

―（比較的短期の終息を前提） 対策の機動的切替

対策項目 ６項目 １２項目に拡充

計画の構成
発生段階を基本軸として各対策項目にお
ける取組を記載

対策項目を基本軸として各発生段階にお
ける取組を記載
全対策項目にまたがる４つの横断的視点

① 政府行動計画の改定内容に準じた県行動計画の変更点

６



政府行動計画：１３項目

①実施体制

②情報収集・分析

③サーベイランス

④情報提供・共有・リスクコミュニケーション

⑤水際対策

⑥まん延防止

⑦ワクチン

⑧医療

⑨治療薬・治療法

⑩検査

⑪保健

⑫物資

⑬国民生活・国民経済

（政府行動計画の対策項目との比較）

県行動計画：１２項目

①実施体制

②情報収集・分析

③サーベイランス

④情報提供・共有・リスクコミュニケーション

⑤まん延防止

⑥ワクチン

⑦医療

⑧治療薬・治療法

⑨検査

⑩保健

⑪物資

⑫県民生活・県民経済

「水際対策」は主に国が行う対策で
あること、県が行うべき水際対策は
「まん延防止」に記載されているこ
とから、県行動計画では「まん延防
止」に一本化。

７



（県行動計画の対策項目）

①実施体制
②情報収集・分析 ③サーベイランス ④情報提供・共有、リスク

コミュニケーション【サーベイランス・情報収集を分割・整理】

・県による総合調整強化
・国による財政支援活用、
地方債発行

・迅速な情報収集による施
策への反映
・感染症インテリジェンス
体制について記載

・サーベイランスの切替え
（全数把握から定点把握へ
の移行等）

・リスクコミュニケーショ
ンを追加
・偏見・差別、偽・誤情報
への対応

⑤まん延防止（水際対策） ⑥ワクチン【新】 ⑦医療 ⑧治療薬・治療法【新】

・感染症の特徴に基づく感
染拡大防止策の機動的運用
・県民生活・県民経済への
影響の考慮

・ワクチンの供給・接種の
体制整備

・有事に向けた県と医療機
関との医療措置協定締結
・定期的な状況把握

・治療薬の備蓄・供給等の
体制整備

⑨検査【新】 ⑩保健【新】 ⑪物資【新】 ⑫県民生活・県民経済

・有事に向けた県と検査実
施機関の協定締結
・国の検査実施方針に応じ
た対応

・有事に向けた保健所や衛
生研究所等の体制整備
・病原体の性状、感染状況
に応じた体制の見直し

・関係機関における医療機
器や個人防護具の備蓄
・県による定期的な備蓄状
況の確認

・県民の心身への影響に関
する対応
・事業者に対する支援等

○４つの横断的視点：人材育成、関係機関との連携、DXの推進、研究開発への支援

○項目の分割・新設により６項目から１２項目に拡充

８



①本部運営
・業務マネジメント
・人員確保
・業務の負担
・執務室の確保

②感染拡大防止対策
・感染の様相の変化
への対応
・個人の特定、嫌が
らせ、誹謗中傷

③医療提供体制
・臨時医療施設の人
材確保
・高齢者施設への対
応

④保健所業務
・問い合わせ対応
・DXの活用

⑤外来診療・検査体
制
・発熱外来の不足と
一部医療機関の負担
増
・県検査機関の人材
不足

⑥ワクチン接種
・県営接種会場の医
療従事者の確保

⑦人材育成
・長期間の感染継
続・パンデミックを
想定した対応
・人材の育成

➁ 本県の新型コロナ対応の経験を踏まえた課題

○ 本県の新型コロナ対応の振り返り（令和５年４月）で挙げられた課題は主に７点

○ 課題への対応については反映済み

９



５ 県行動計画改定後のスケジュール（案）

項目
令和７年 令和８年

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

市町村行動計画

指定地方公共機関業務計画

新型インフル
エンザ等対策
マニュアル

医療提供版

社会対応版

部局別版

作成支援 完成

作成支援 完成

作成 完成

作成 完成

作成

１０
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